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我が国においては、世界においても例をみないスピードで高齢化が進行している。また、

少子化の影響により、生産年齢人口は既に1995年をピークに減少に転じているほか、総人口

についても2006年をピークに減少に転じることが見込まれている。我が国では戦後一貫して

人口増加が続き、豊富な労働力の投入や需要の拡大等を通じて高い経済成長を実現してきた。

この中で、社会保障を中心とする公的部門も若者が多く高齢者が少ないという人口構造を前

提として構築されてきた。近年の高齢化や今後迎える人口減少は、こうした前提を突き崩す

ものであり、我が国の経済社会は従来からの経済成長パターンや公的部門の在り方について

の見直しが迫られている。こうした現状を前に、将来に対する展望はとかく悲観的になりが

ちである。

しかし、悲観論を叫ぶだけでは、自己実現的にその悲観的なシナリオが現実化するだけで

ある。今必要なことは、人口構造の変化による労働投入等へのマイナスの影響を最小限に抑

制しつつ、そのようななかでも維持・発展が可能な経済社会システムへの転換を図ることで

ある。第３章では以上のような問題意識に基づき、高齢化・人口減少の下での我が国経済社

会がとるべき方向を検討する。本章は以下の３つの節から構成される。

まず第１節においては、高齢化・人口減少の要因を分析するとともに、行き過ぎた出生率

の低下を反転させるためにはどのような方策を講じるべきかを検討する。さらに、出生率の

低下に歯止めをかけたとしてもなお進行すると見込まれる生産年齢人口の減少の影響を緩和

するため、女性と高齢者の労働力を有効利用する方策を検討する。それを受け第２節では、

高齢化・人口減少の下での経済成長に対する悲観的な見方、楽観的な見方を整理した上で、

クロスカントリー・データ等により個々の論点を検証し、今後の経済成長の姿を展望する。

第３節では、高齢化・人口減少の公的部門への影響を国民負担率の上昇の観点から取り上げ、

国民負担の拡大が経済社会の活力を阻害しないよう、国・地方の行財政制度や年金・医療を

中心とする社会保障制度を、経済の低成長や人口構造の変化に対応したものにするにはどう

すべきかを論じる。

本章の検討を通じて、（１）高齢化・人口減少の急速な進行は、今後の経済成長に大きな

影響を及ぼすことになるが、その具体的な姿は、今後の政策努力によるところも大きいこと、

（２）高齢化・人口減少は、経済成長への影響とあいまって財政・社会保障制度の持続可能

性に問題を生じさせているが、制度改革は途半ばであり、将来世代にこれ以上の負担の先送

りをしないためにも、早急な改革が必要とされていること、（３）制度改革にあたっては、

第 章3 高齢化・人口減少への挑戦
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人口動態や経済成長の下方リスクをも考慮して、頑健な制度の確立を目指すことが重要であ

ること、が明らかになる。

高齢化の進行と、今後確実に見込まれる人口の減少は、特に経済成長や社会保障制度を中

心とする公的部門に与える影響との関連で、我が国経済社会の将来に対する大きな懸念材料

となっている。少子・高齢化の進行は、経済成長による所得水準の向上や医療技術の進歩、

人々の価値観の変化等に伴って各国共通にみられる現象であり、我が国に限られた問題では

ない。しかし、我が国における少子・高齢化は、他の先進国と比べてそのスピードが非常に

早く、従来の制度のままでは様々な問題が生じる。高齢化・人口減少による影響を緩和する

ためには、まず、子どもを欲しいと思う人々が子どもを生み育てられる環境を整備すること

により、行き過ぎた出生率の低下に歯止めをかけることが重要である。さらに、例え出生率

が反転したとしても長期間に渡って続くと見込まれる働き手の減少の影響を緩和するため、

現在、就業意欲があるのにも関わらず、必ずしも十分にその能力を活用できていない女性や

高齢者の就業を促進することが求められる。

以上のような認識の下、本節においては、我が国における高齢化や人口減少の現状とその

背景について検討するとともに、出生率の低下を反転させ、女性や高齢者の就業を促進する

上での課題について論じる。

高齢化・人口減少の進行

●少子化の進行

少子化の傾向に歯止めがかからない。2002年の合計特殊出生率
1
は1.32と前年の1.33を0.01

ポイント下回り、過去最低を更新した
2
。

我が国の合計特殊出生率は、1947年には4.54であったものが、1960年頃にかけて急速に低

下し、60年代、70年代前半の高度成長期には、66年の丙午（ひのえうま）を挟んで、2.0前

後で安定していた（第３－１－１図）。その後、再び低下傾向となり、89年のいわゆる

「1.57ショック」
3
を経て、2002年の1.32に至っている。これは、人口水準を維持するために必

1

第１節 高齢化・人口減少の意味

注 （ 1 ）15～49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に
生むとしたときの子どもの数に相当する。

（ 2 ）厚生労働省「平成14年人口動態統計月報年計」
（ 3 ）89年の合計特殊出生率が、丙午の66年の出生率1.58を下回ったことを指す。
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要とされる2.07をはるかに下回っている。

こうした出生率の実績は、５年ごとに行われる「日本の将来推計人口（国立社会保障・人

口問題研究所）」（以下、「将来推計人口」という。）において見通された出生率を下回ってお

り、予想を超える勢いで少子化が進んできた。

今後の合計特殊出生率は、2002年１月に推計された将来推計人口の中位推計によると、

2007年に1.31まで低下した後、緩やかに回復し、長期的には1.39程度で安定すると見込まれ

ている。また、低位推計においては、2000年の1.36から更に低下を続け、2050年には1.10に

到達すると見込まれている。

●高齢化の進行

少子化と同時に高齢化も進んでいる。2002年10月１日現在における老年人口（65歳以上人

口）は2,363万人となっており、老年人口比率（総人口に占める65歳以上人口の比率）は

18.5％となった
4
。

我が国における高齢化は、そのスピードが極めて速いことが特徴となっている。老年人口

比率が７％から14％に達するまでの所要年数を比較すると
5
、フランスが115年、スウェーデ
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（備考）１．厚生労働省「人口動態統計」による。 
２．出生数はその年に生まれた子どもの総数。合計特殊出生率とは15歳～ 49歳までの女子の年齢別出生率

を合計したもので、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの
数に相当する。 

合計特殊出生率・出生数ともに過去最低を更新 

第3-1-1図　合計特殊出生率と出生数の推移

注 （ 4 ）また、高齢者人口のうち、前期高齢者（65歳～74歳）人口は1,359万人、後期高齢者（75歳以上）人口は1,004万人
となっており、後期高齢者人口が初めて1,000万人を上回った。

（ 5 ）国際連合は、老年人口比率が７％以上になると「高齢化社会」、14％以上になると「高齢社会」になるとしている。
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ンが85年、比較的短いドイツやイギリスでもそれぞれ40年、47年であるのに対し、我が国の

場合、７％に達したのは1970年であり、それが14％となったのは1994年と、その期間はわず

か24年であった（第３－１－２図）。

「将来推計人口」の中位推計によると、我が国の老年人口比率は今後も上昇を続け、2025

年に28.7％、2050年には35.7％と極めて高水準になると見込まれている。これは、現役世代

（20～64歳）約3.6人で１人の高齢者（65歳以上）を支える現在の状況が、2025年には約1.9人

で１人、2050年には約1.4人で１人を支える状況になることを意味する。このような結果、

我が国はイタリアを上回り、先進国中最も高齢化の進んだ国となる。

●人口減少社会の到来

以上のような少子・高齢化が進むなか、我が国の人口は、2006年に１億2,774万人でピー

クに達した後、死亡数が出生数を上回り、人口が減少していくと見込まれている。これは少

子化を理由に、単に相対的に高齢者の比率が増えるという段階を過ぎて、少子化によって人

口が減る段階に入るということを示している。「将来推計人口」の中位推計によると、将来

の人口は2025年には１億2,114万人、2050年にはおよそ１億60万人になると予測されている
6, 7
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急速に進む我が国の高齢化 

（備考）　国際連合「World Population Prospects 2002」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成
14年１月推計）」、総務省「国勢調査」による。 

 

第3-1-2図　各国における老年人口比率の推移

注 （ 6 ）高位推計では、2025年に１億2,404万人、2050年に１億825万人、低位推計では、2025年に１億1,776万人、2050年
に9,203万人と予測されている。

（ 7 ）仮に、今後、出生率と死亡率が2000年の水準で一定に推移した場合、3300年には日本の人口は２人になるとの試
算もある。（国立社会保障・人口問題研究所「人口問題研究」第57巻　第４号）
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（第３－１－３図）。

人口の年齢構成も少子・高齢化によって大きく変わる。年少人口（０～14歳）が総人口に

占める割合が低下するだけでなく、生産年齢人口（15歳～64歳）が総人口に占める割合も低

下していくことが見込まれる（前掲第３－１－３図）。2000年時点の生産年齢人口は8,622万

人で、総人口に占める割合は68.1％となっているが、これが2050年にはそれぞれ、5,389万人、

53.6％にまで低下することが見込まれている。生産年齢人口の減少は、労働投入の減少を通

じて経済成長の制約となると考えられるが、総人口に占める生産年齢人口の割合の低下は、

支え手の減少を通じ、社会保障制度の基盤を不安定なものにすることが懸念される。

高齢化・人口減少の背景

●出生率低下の要因：未婚化・晩婚化・晩産化、夫婦出生力の低下

我が国の出生率は、主として未婚化・晩婚化・晩産化の進行により低下してきた。

まず、未婚化についてみると、未婚率は、80年は男性が28.5％、女性が20.9％だったのが、

2000年にはそれぞれ31.8％、23.7％となっている
8
。年齢階級別でみるとこの傾向は更に顕著

になり、80年から2000年にかけて、25～29歳では、男性で55.1％から69.3％へ、女性で24.0％

2
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総人口は減少、生産年齢人口の割合も低下 

（備考）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年 1月推計）」による。 

 

第3-1-3図　総人口の推移（中位推計）

注 （ 8 ）総務省「国勢調査」。未婚率とは、15歳以上人口に占める未婚者の割合。
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から54.0％へ、30～34歳では、男性で21.5％から42.9％へ、女性で9.1％から26.6％へとそれぞ

れ大幅に上昇している
9
。
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（備考）国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」、「出産力調査」による。 

第3-1-4（1）図　結婚持続期間別にみた平均出生子ども数

（備考）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」による。 
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第3-1-4（2）図　年齢別出生率の推移

注 （ 9 ）また、生涯未婚率も上昇傾向にあり、80年は男性が2.6％、女性が4.5％だったのが、2000年ではそれぞれ12.6％、
5.8％となっている。特に男性の生涯未婚率は90年に女性のそれを上回って以来、上昇が著しい。
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次に、晩婚化についてみてみると、平均初婚年齢は、80年は男性が27.8歳、女性が25.2歳

であったのが、2002年には男性が29.1歳、女性が27.4歳になっている
10
。これに伴い晩産化も

進行しており、1975年には25.7歳であった第一子出生時の母の平均年齢が、2002年は28.3歳

になるなど、上昇傾向にある。

最近の出生率低下の背景には、以上のような従来からの要因に加え、夫婦間の出生率その

ものの低下という新たな現象が加わっている。国立社会保障・人口問題研究所「第12回出生

動向基本調査」によると、2002年の完結出生児数（ほぼ子どもを生み終えたと考えられる結

婚持続期間15～19年の夫婦の平均出生子ども数）は2.23人となっており、この30年間ほぼこ

の水準で安定している。しかし、結婚持続期間５～９年、10～14年の夫婦の平均子ども数は、

最近時点の調査ほど低下している。これは、将来的に完結出生児数は低下していく可能性が

高いことを示唆している（第３－１－４（１）図）。

以上のような要因の結果、女性の年齢別の出生率は、年を経るごとに分布の山が年齢の高

い右側の方に移動するとともに、全体としての出生率の水準も低下している（第３－１－４

（２）図）。

●出生率低下の背景：子育てにかかるコストの上昇

出生率低下の背景には様々なものがあるが、ここではその主要な要因の一つである子育て

にかかるコストの面から検討してみよう。

人々が子どもをもうけるのは様々な理由によるものである。しかし、それらをあえて捨象

して、単に経済的な側面のみから考えると、子どもには、一般的に（１）働いて、親を助け

てくれるという労働力としての役割、（２）親の老後を面倒見てくれるという社会保障機能

を担う役割、（３）親を喜ばせてくれるというサービス消費的な目的を満たす役割があると

の指摘がある。しかし、経済成長等に伴う経済社会の変化に伴い、人々が子どもを持つこと

の意味が変化してきている。具体的には、産業構造の変化による農業者や自営業者の減少等

により（１）としての子どもの役割は低下しているほか、社会保障制度が整備され、老後の

面倒を自分の子どもに期待しないという親が増加していることにみられるように、（２）と

しての子どもの役割も低下していると考えられる。したがって、現在では、子どもを持つこ

との意味として（３）としての役割を期待することの比重が高まっていると考えられる。

このように、子どもを持つことが生計を維持するための必須要件でなくなってきているな

か、人々は「子どもを作ることの効用」と「子どもを生まなかった場合にその費用でできる

他のこと」を比較考量して子どもを作るかどうか決めていると考えられる。後者を「機会費

用」というが、これは子どもを養育する直接的な費用とは別で、「子どもを生むことで、稼

ぎそこなう費用」のことである。

注 （10）厚生労働省「人口動態統計」
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出産・育児に伴う機会費用は、女性の高学歴化、男女の賃金格差の縮小などを理由に、近

年高まっていると考えられる。実際に男女の賃金格差は、一般労働者の所定内給与額でみる

と縮小傾向が続いており、2002年には全年齢階級平均で66.5（男性＝100とした場合）とな

っている（第３－１－５図）。また、大卒女性の賃金カーブをもとに、具体的に女性の所得

の面における機会費用
11
を試算してみると、大卒女子の場合で、28歳で出産、同時に退職し、

子どもが小学校に入学後34歳で再就職するケースでは、就業を継続した場合と比べ、約

8,500万円
12
の所得逸失が発生するという結果になる。このように、出産・育児に伴う就業中

断により多額の機会費用が生じることが、子どもを生むことを控える大きな要因となってい

ると考えられる（第３－１－６図）。

また、子育てにかかる直接的なコストの一部である教育関係費をみても、消費支出に占め

るその割合が、ここ30年間で２倍に増加している。また私立の中学校、高等学校に行く場合

の教育費は年間100万円超、私立の大学では200万円超かかる
13
。

以上のような出産・育児に伴う費用の高まりが、近年における出生率の低下の主要な要因

の一つであると考えられる。そもそも出産・育児と女性の就業の両立が可能であれば、就業

中断による機会費用は発生しないが、現実には、仕事と出産・育児を両立させにくい職場環

注 （11）この試算においては、児童手当等出産・育児に伴い得られる利益については考慮していない。
（12）図表中BとC（退職金の差額を含む）にあたる部分。
（13）内閣府「平成13年度国民生活白書」

（備考）１．厚生労働省「賃金構造基本統計調査報告」により作成。 
２．男性の所定内給与額を100とした場合の女性の値。 
３．括弧内は全年齢階級平均の値。 

男女間の賃金格差は縮小 
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（年齢階級、歳） 

2002年（66.5） 

1982年（58.6） 

1992年（61.5） 

第3-1-5図　年齢階級別男女間賃金格差の推移
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境にあること、都市化や核家族化により子育て家庭が孤立しがちであること、保育所等の子

育て家庭を支援するための施設が不足していること等から、出産・育児と女性の就業の両立

は困難となっている。このような側面にあわせて、人々の結婚や育児に対する価値観の変化

や育児に対する心理的、肉体的負担感の高まり、長時間労働等男性を含めた働き方の現状等

が背景となって、人々が子どもを持つことを断念させていると考えられる。

●高齢化の要因：平均寿命の伸長を伴う死亡率の低下

高齢化の要因としては、死亡率の低下による平均寿命の伸長が挙げられる。戦後、我が国

0

200
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800

1,000

1,200

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Ａ＝1,992.4
（退職の場合 
＋退職金74.3） 

Ｂ＝2,735.4

Ｃ＝4,737.3（＋退職金の差額 
1,005.0） 

Ｄ＝13,662.5（＋退職金1653.4） 

（万円） 

就業を継続した場合の賃金カーブ 

出産・育児のため退職し、 
再就職した場合の賃金カーブ 

出産・育児によって退職後、就業調整をしながら 
パートタイマーとして働いた場合の賃金カーブ 

（年齢） 

Ｅ＝2,700.0

結婚・出産と同時に退職 

再就職 

出産・育児後の再就職には約8500万円の機会費用が発生 

（備考）１．労働大臣官房政策調査部「退職金制度・支給実態調査報告」（平成9年）及び 
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成13年）により作成。 

２．試算に用いた女性は22歳時に就職。28歳の結婚・出産と同時に退職し、子どもが満６歳となる34歳で
再就職するものとする。 

３．賃金モデルは「賃金構造基本統計調査」（平成13年）の大卒・職種計のデータを使用。なお、所定外給
与は考慮していない。 

４．「出産・育児のため退職し、再就職した場合の賃金カーブ」は37、38歳、49歳～ 54歳、ならびに59歳
以降の賃金が一時的に増減するため、線形補正をしている。 

大卒女子の就業ケース 

（１）就業を継続 

（２）出産・育児によって
退職後、再就職 

（３）出産・育児によって
退職後、パートタイ
マー 

総所得額 

A＋B＋C＋D＋E＝28,560.3万円 

A＋D＋E＝20,082.6万円 

 
A＋E＝4,766.7万円 

機会費用 

－ 

（１）－（２）＝ 8,477.7万円 

 
（１）－（３）＝23,793.6万円 

第3-1-6図　出産・子育てによる就業中断に伴う就業所得逸失額（大卒女性のケース）



178

第３章◆高齢化・人口減少への挑戦

の死亡率
14
は、生活環境の改善、食生活・栄養状態の改善、医療技術の進歩等により若年層

の死亡率が大幅に低下したため、1947年の14.6から約15年で半減した（第３－１－７図）。

その後なだらかな低下を続け、1979年には6.0と最低を記録している。近年の死亡率はやや

上昇傾向にあり、2002年の死亡率は7.8となっている
15
。近年死亡率が上昇傾向にあるのは、

高齢化の進行により、年齢別にみて死亡率がより高い高齢者層の総人口に占める割合が増加

した影響によるものである。実際に、人口の年齢構成に変化がないと仮定した場合における

死亡率（年齢調整死亡率
16
）をみると、男女ともほぼ一貫して低下してきている

17
（前掲第

３－１－７図）。

死亡率の低下に伴い、我が国の平均寿命
18
は、1947年に男性が50.06年、女性が53.96年であ

ったものが、2002年には男性が78.32年、女性は85.23年となっている
19
。平均寿命は、今後も

引き続き伸び続けることが見込まれている。

0
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1947 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 01

死亡率（男） 

年齢調整死亡率（女） 

年齢調整死亡率（男） 

死亡率（女） 

年齢構成調整後の死亡率はほぼ一貫して低下 

（備考）１．厚生労働省「人口動態統計」による。 
２．年齢調整死亡率とは、人口の年齢構成に変化がないと仮定した場合における死亡率。 

（‰） 

第3-1-7図　死亡率の推移

注 （14）人口千人に対する死亡者数。
（15）厚生労働省「人口動態統計」
（16）死亡の状況は年齢によって差があるため、全年齢の死亡数と全人口の比である死亡率は人口の構成により影響を

受ける。年齢調整死亡率は基準人口を用いて年齢構成の歪みを補正したものであり、死亡の状況の時系列比較等
に用いられる。

（17）厚生労働省「人口動態統計」
（18）０歳の平均余命のこと。
（19）厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」
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出生率の反転は可能か

●少子化対策の基本的考え方

これまでみてきたように、少子・高齢化の進行により、我が国においても人口減少社会が

間もなく現実のものとして到来する。人口減少社会においては、人口密度の低下による過密

問題の解消、資源・エネルギー消費の減少による環境への負荷の低減といったプラスの側面

も考えられるが、生産年齢人口の減少や貯蓄率の低下等が経済成長の制約となると考えられ

るほか、租税・社会保障負担の主たる担い手である現役世代に対する高齢世代の比率が高ま

ることを通じ、社会保障を中心とする公的部門の財政状況が大きく悪化することが見込まれ

る。現在のような低い出生率が続けば、たとえそれが個々人にとって所与の条件の下におけ

る合理的な選択の結果であったとしても、社会全体にとってはマイナスの影響を与えてしま

う。行き過ぎた出生率の低下が日本全体の労働力供給や社会保障制度に及ぼす影響の大きさ

を考慮すれば、政策的に出生率の向上や子育て支援を講じていくことは重要である。

子どもを生むか生まないかは、あくまでも個人や家族の意思決定に基づくべきであること

はいうまでもない。しかし、社会制度その他の理由により子どもを持ちたくても持てないと

いったケースがあれば、それは問題である。出生動向基本調査によると、夫婦にとっての理

想的な子どもの数（理想子ども数）は、1977年の理想子ども数の調査開始以来、実際に持っ

た子どもの数（結婚持続期間15～19年の妻の平均出生児数）を上回っており、理想と現実の

間にかい離がある（第３－１－８図）。理想子ども数と平均出生児数とのかい離を小さくす

るため、子育てを妨げる様々な障害を取り除くとともに、社会全体で子育てを支援すること

3

（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」「出産力調査」による。 
２．理想子ども数については、50歳未満の妻に対する調査。平均出生児数は、結婚持続期間15～ 19年の妻

を対象とした出生児数の平均 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1940 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2002

平均理想子ども数 

平均出生児数 

（年） 

（人） 
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第3-1-8図　平均出生児数・平均理想子ども数の推移
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により、子どもを持ちたい人が安心して生み・育てられる環境を整備することが必要である。

出生率の低下の主要な要因の一つとして、人々が就業と出産・育児を両立できないことが

あると考えられる。特に現状においては、女性が就業と出産・育児との間での選択を迫られ

る場合が多いことから、女性の就業と出産・育児の両立が可能となるように経済社会の諸制

度・慣行を変えていくことが重要となろう。主要先進国間で女性の社会参画の程度を示す指

標（GEM）
20
と合計特殊出生率の関係をみてみると、先進諸国においても、女性の社会参画

と出産・育児とが必ずしも背反するものではないということが考えられる（第３－１－９

図）。我が国においても社会及び家庭への男女共同参画とともに、女性の就業と出産・育児

の両立が可能となるような経済社会を構築することが出生率の向上に資すると考えられる。

●少子化対策の推進

少子・高齢化は先進諸国に共通した問題であり、各国においても出生率の向上を図るため、

様々な少子化対策がとられている（付表３－１）。我が国においても、「少子化の流れを変え

るためには、従来の取組に加え、もう一段の少子化対策を講じていく必要がある」との考え

方の下、｢次世代育成支援に関する当面の取組方針｣（2003年３月14日）を決定し、これまで

1.0
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女性の社会参画と出生率の高さは両立可能 

（備考）１．国連開発計画「Human Development Report 2003」、国際連合「Demographic Yearbook 2000」、厚生労
働省「人口動態統計」、National Center for Health Statistics「National Vital Statistics Reports Vol.51, 
No４」による。 

２．GEM（ジェンダー・エンパワーメント指数）とは、女性が積極的に経済界や政治生活に参加し、意思決
定に参加できるかどうかを測るもの。具体的には女性の所得、専門職・技術職に占める女性割合、上級
行政職・管理職に占める女性割合、国会議員に占める女性割合を用いて算出している。 

第3-1-9図　主要先進国の出生率と女性の社会参画の相関図

注 （20）"Gender Empowerment Measure"。国連開発計画 "Human Development Report 2003" に掲載されている指標で、
女性が積極的に経済界や政治生活に参加し、意思決定に参加できるかどうかを測るもの。具体的には、女性の所
得、専門職・技術職に占める女性割合、上級行政職・管理職に占める女性割合、国会議員に占める女性割合を用
いて算出している。
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の「子育てと仕事の両立支援」に加え、「男性を含めた働き方の見直し」、「地域における子

育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立の促進」という

４つの柱に沿って、総合的な取組を効率的かつ効果的に推進することとしている。

さらに、2003年７月に「少子化社会対策基本法」（以下、「基本法」という。）及び「次世

代育成支援対策推進法」（以下、「次世代法」という。）が成立した。「基本法」では、少子化

社会において講ぜられる施策の基本理念、国、地方公共団体等の責務や政府における施策の

大綱の策定等を定めている。また、「次世代法」は、「基本法」を具体化するもので、国の行

動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定等について規定し、子ども

が健やかに生まれ育つために必要な環境の整備に取り組むこととしている。このような取組

により、地域における子育て支援の充実や、企業における男性を含めた働き方の見直しが図

られ、さらには仕事と子育ての両立が実現すれば、出生率の低下を反転させることもある程

度可能であろう。

ただし、仮に少子化対策が功を奏して出生率が増加に転じたとしても、人口構造はすぐに

は変化しない。また、現時点での出生率の動向は、以後70～80年に渡って人口構造を決定づ

けることから、これまでの人口構造の歪みは、外国人・移民労働者を大量に受け入れるとい

った極端な政策をとらない限り実質的に修復不可能である（コラム３－１参照）。高齢化・

人口減少を前提とした経済社会の仕組み作りは不可避である。

女性と高齢者の就業の促進

●女性と高齢者の労働力率の向上

人口減少社会への移行に伴って、今後労働力が減少することが見込まれる。我が国経済の

知識・技術集約化が進み、労働力節約型の産業構造が実現すれば、必ずしも労働力不足に見

舞われるとは限らないとの考え方もあり得る。しかし、一方で高齢化等に伴い福祉・介護サ

ービス等の労働集約的な分野が拡大することも見込まれている。したがって労働力の減少の

影響を緩和するためには、働きたいとの希望を持っている女性や高齢者の就業を促進するこ

とが不可欠である。

我が国における女性の年齢階級別の労働力率
21
は、20歳台後半から30歳台の出産・育児期

にくぼむというM字型のカーブになることが知られている（第３－１－10図）。これは、就

業と出産・育児の両立が難しいことから、就業を断念しているということを示しているもの

と考えられ、他の先進諸国ではほとんどみられない現象である。これを10年前、20年前と比

べると、2002年にはM字の底の30～34歳女性の労働力率が60.0％となるなど、女性の社会進

4

注 （21）各年齢階層別人口に占める労働力人口の割合。
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出により労働力率は全体として上がってきているが、M字型カーブの形状を解消するまでに

は至っていない。

では、現在は働いていないものの、条件さえ整えば働きたいと思っている女性が就業した

らどうなるだろうか。実際の労働力率に就業希望者を加えたものを「潜在的労働力率」とす

ると、潜在的労働力率ではM字型のカーブがほぼ解消される（前掲第３－１－10図）。これ

は、就業と出産・育児の両立支援を進めれば、女性の労働力率を高めることができることを

示唆している。

以上のように子育て期を中心とする女性の労働力率が向上すれば、労働力人口の減少をあ

る程度相殺することは可能である。しかし、今後、労働力率を更に高めるためには、人口比

で高まっていく高齢者の就業を促進することが重要となる。

我が国の高齢者の労働力率は諸外国に比べて高い（第３－１－11図）。60代前半の高齢者

で50％超、65歳以上で20％を超えており、いずれでみても、諸外国の労働力率を上回ってい

る。これは、日本の高齢者は相対的に高い就業意欲をもっていることの現れと考えられる。

しかし、高齢者の労働力率は最近低下の傾向にある。これは、65歳以上人口の中でもより

高齢である人々の割合が増加していることや、社会保障の充実により、高齢者の経済力が向

上していることによる面もあると考えられるが、自営業者の減少や経済情勢の悪化等により、

高齢者の雇用機会が減少していることによるものとも考えられる。また、高齢者の完全失業

率をみても、2002年は、60～64歳では7.7％となるなど
22
、雇用環境は厳しいものとなってい
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（備考）総務省「労働力調査詳細結果」（2002年）による。 

女性の潜在的就業希望は高い 
（％） 

第3-1-10図　女性の現実及び潜在的労働力率

注 （22）全年齢階層の平均は5.4％。
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る。このことは、働く意思のある高齢者を十分に活用できていない状況を示している。

●女性と高齢者に対する就業支援の推進

以上、女性や高齢者の就業状況をみてきたが、高い就業意欲を持ちながら、就業できない

状況にあることが分かった。今後本格的に進行する労働力人口の減少を緩和するため、働き

たい人がその意欲と能力に応じて、ライフスタイルに合致した多様な働き方を選択し、自己

の持てる能力を十分に発揮できるような就業環境を整備することが重要である。

そのためには、技能・能力に応じた賃金・昇進体系の整備、短時間勤務や隔日勤務など柔

軟な勤務形態の拡充、再就職を含めた雇用・就業機会の十分な確保等、働き方の多様化等を

通じて、女性や高齢者が働きやすい環境づくりを促進することが必要である。また、女性や

高齢者に特有の施策としては、次のようなものがある。

まず女性については、少子化対策における取組と同様、仕事と育児の両立のため、基本的

には保育所の充実が重要である。このことは、保育所定員数と女性の有業率との関係をみて

も明らかである。都道府県データをサンプルとして乳幼児を持つ女性の一人当たり保育所定

員数と乳幼児を持つ女性の有業率の関係をみると、保育所定員数が多いほど女性の有業率が

高いとの関係がみられる
23
（第３－１－12図）。小学校低学年の子どもを持つ家庭については、
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（備考）１．総務省「労働力調査」（2002年）、ILO「Yearbook of Labour Statistics」による。 
２．フランスは2000年、アメリカ・ドイツは2001年の数値。 

日本の高齢者は高い就業意欲をもっている 
（％） 

第3-1-11図　高齢者の労働力率

注 （23）地方圏の方が、乳幼児を持つ女性の有業率が高くなるのは、農林漁家や家族経営の中小商店等に就業する女性が
大都市圏よりも多いことの影響もあると考えられる。
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放課後児童クラブ
24
の拡充が重要である。これらの施策は、「エンゼルプラン（96年12月）」、

「新エンゼルプラン（98年12月）」において、充実が図られているところである。また、子育

てをしながら働き続けることのできる職場環境の整備も重要である。具体的には、育児休業

を取りやすく、職場復帰をしやすい環境づくりや、働き方の多様化等が必要である。

さらに、女性と就業の問題をめぐっては、公的年金制度における第３号被保険者制度
25
、

税制における配偶者に係る控除制度
26
、企業の福利厚生制度における配偶者手当等があいま

って専業主婦（世帯）を優遇する結果となっている。今後更に重要となる女性の労働力を有

効活用するため、女性の就業・非就業の選択に対し、より中立的な制度への転換が必要であ

る。

一方、高齢者については公的年金制度において支給開始年齢が段階的に65歳までに引き上

げられることになっていることから、少なくとも65歳までの就業機会を確保する必要性がま

すます高まってきている。したがって、定年の引上げや継続雇用制度導入の促進など、65歳

までの安定した雇用の確保を一層確実なものとするような取組を強化する必要がある。その
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保育所定員数が多い地域ほど女性の有業率は高い 

（備考）１．総務省「就業構造基本調査」（2002年）、厚生労働省「保育所の入所待機児童数（1999年 4月現在）」に
より作成。 

２．夫婦と子供（末子が６歳未満）からなる世帯における妻の有業率。 
３．夫婦と子供（末子が６歳未満）からなる世帯の妻一人あたりの保育所定員数。 

（％） 

第3-1-12図　保育所定員数と女性の有業率の相関図

注 （24）保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童（放課後児童）に対し、授業の終了後に児童館等を利
用して適切な遊び及び生活の場を提供することにより、その健全な育成を図るもの。

（25）本章３節公的年金制度改革の部分を参照。
（26）平成15年度の税制改正において、配偶者特別控除（上乗せ部分）について平成16年分の所得税・平成17年度分の

個人住民税から廃止することになっている。
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際、個々の高齢者の就業能力に応じ、多様な勤務形態を認めることが必要である。

また、改善が図られてきたとはいえ、公的年金制度における在職老齢年金制度
27
が高齢者

の就業意欲を抑制しているのではないかとの指摘もある。今後、高齢化に伴い社会保障給付

費が急速に増大していくことを考えれば、高齢者が就業し、社会保障制度を支える側にとど

まることの経済的意義は大きい。高齢者の就業選択により中立的なものに見直していく必要

がある。

注 （27）本章３節公的年金制度改革の部分を参照。



186

第３章◆高齢化・人口減少への挑戦

外国人・移民労働者の受入れについて
コラム
3-1

我が国の生産年齢人口の減少を補うために外国人・移民労働者28の受入れがしばしば議論されるが、この

問題をどのように考えるべきであろうか。

少子・高齢化は先進諸国の共通の課題であり、EU域内における最大の外国人・移民労働者の受入国である

ドイツでは、労働力不足や社会保障制度の安定化を図るべく外国人・移民政策を推進しており、ドイツに居

住する外国人・移民の数は約730万人と、総人口の8.9％を占めている。またアメリカでは、数量割当のもと

で家族統合と専門的職業に従事する就労目的移民の積極的受入れを目的に、この10年間で年平均90万人の移

民を受け入れ、総人口の10.6％を外国人29が占めている（いずれも2000年の数字）。

我が国における2001年末現在の外国人登録者は178万人（総人口の約1.4％）となっている。この10年間で

総数は約1.5倍（年平均で5万人の増加）となっており、今後も増加していくことが見込まれる。しかし我が

国における人口の減少は急速であり、これを外国人・移民の受入れにより補おうとすれば、総人口を維持す

るためには年間34万人、生産年齢人口を維持するためには年間約64万人の外国人・移民の受入れが必要にな

る。

現在の我が国社会の外国人をめぐる状況を考えれば、現状の10倍以上の外国人・移民労働者を継続的に受

け入れていくことには多くの課題がある。外国人・移民労働者の受入れは、国内労働市場や社会的コスト等

の点で我が国経済社会に多大な影響を及ぼすとともに、送り出し国や外国人・移民労働者本人にとっての影

響も極めて大きいと考えられることから、慎重な検討が必要である。

ただし、我が国の経済社会の活性化・国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人・移民労働者

を受け入れていくことは重要であり、国籍・年齢・性別を問わず勤労意欲と能力のある者が適材適所で働く

ことのできる仕組みをつくるとともに、我が国で働くことの魅力を高めていくことが必要である。

国 中位推計に基づく 
移民数 

総人口維持のための 
必要移民数 

生産年齢人口維持の 
ための必要移民数 

フランス   325 （7）  1,473 （29） 5,459（109） 

ドイツ  10,200 （204）  17,187 （344） 24,330（487） 

イタリア  310 （6）  12,569 （251） 18,596（372） 

日本  0 （0）  17,141 （343） 32,332（647） 

韓国  -350 （-7）  1,509 （30） 6,426（129） 

ロシア  5,448 （109）  24,896 （498） 35,756（715） 

イギリス  1,000 （20）  2,634 （53） 6,247（125） 

アメリカ  38,000 （760）  6,384 （128） 17,967（359） 

先進諸国における移民受入に関するシナリオ別移民の規模（2000～2050） 

（備考）１．国際連合「Replacement Migration: Is it a solution to declining and ageing population? 」（2000） 
２．括弧内は年平均の値。 

（千人） 

注 （28）各国の社会構造や外国人受入れの歴史の差により外国人・移民労働者の定義が一致してないことから各国の統計
による単純な国際比較は出来ない。ここでは永住を目的とした外国人を移民としている。

（29）外国で出生した者の数。
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